
21世紀に向けての社会保障

平成12年10月

社会保障構造の在り方について考える有識者会議

はじめに

いうまでもなく人間は孤立して生きているのでは

なく、社会の中で生きてきた。すなわち様々な困難

に遭った時には、家族や地域によって支えられてき

た。社会連帯の形としては、古くから地域社会にお

ける相互扶助があり、最近ではNPOのようなネッ

トワークが発展しつつあるところである。今日、社

会保障は、社会の発展とともに社会連帯の中心とし

て位置付けられるに至っている。

社会保障の将来を考える際に、変化する社会の中

で社会保障がどのような役割を果たすかを見定めな

くてはならない。このためには、既に一世紀以上の

歴史を経てきた社会保障システムがこれまで果たし

てきた役割を、新しい社会環境の下で依然として有

効に維持できるかという問題提起に答えなくてはな

らない。

第二次世界大戦下でイギリスの国家戦略として採

用されたベバリッジ報告は、その歴史的文脈を離れ

て社会保障のプロトタイプとみられてきた。すなわ

ち、個人的には負担しえない幾つかのリスク（疾病、

失業、老齢化、労働災害）を社会保険を通じて社会

的リスクとしてブールし、人々の生活水準の低下を

予防しようとしたのである。もっとも、オーストラ

リアやニュージーランドのように、公的扶助の仕組

みを中心とした例外的なケースや、依然として民間

保険を中心としたアメリカの医療保険制度があるこ

とは、頭にとどめておく必要があろう。

社会保障システムを重視する見方は、やがて「福

祉国家」（Welfare State）という国家観を支配的な

ものにし、1960年代には、先進諸国はすべて「福祉

国家」であるという主張さえも受け入れられるに

至ったのである。もっとも、「福祉国家」というと

きに、多くの人々が頭に描くのは、スウェーデンを

中心とする北欧型の福祉国家、いわゆるスウェーデ

ン・モデルである。

しかし、1980年代以降、イギリスのサッチャー首

相に典型的にみられるような福祉国家に対する批判

が影響力を持つようになり、1990年代に入ってから

は、スウェーデン・モデルの可否が議論されるよう

になった。端的には、手厚い福祉サービスを中心に、

これを賄うための税負担と保険料負担が国民所得

の50％を超え、このような大きな政府は、経済の効

率性を害し、結果において経済成長を阻害し、最終

的には、経済厚生を低下させる危険性があるという

ものである。このような主張がどこまで妥当するか

否かは依然として争点ではあるが、いずれにしても、

高福祉・高負担が経済活動に中立的ではなく、所得

再分配の役割を持つとしても、今後の社会保障シス

テムのモデルとはなりにくいのである。

我が国の社会保障制度の歴史を振り返ると、第二

次大戦後に、本格的に社会保障制度の構築が進めら

れた。急速な工業化や都市化、核家族化など、戦後

の我が国の経済社会の変化の中で、伝統的な家族や



地域社会による相互扶助の機能が低下し、国民生活

の安定を支える社会的な安全装置（セーフティネッ

ト）である社会保障制度は、不可欠なものとなった。

このような状況の中で、1961年には「国民皆保険、

国民皆年金」が確立するとともに、制度の充実が図

られていった。

しかし、1980年代、1990年代に入り、少子．高齢

化の傾向は加速し、社会保障を維持するための負担

が増加することは避けられなくなった。さらに、現

在の推計では、現役世代（20歳以上65歳未満）と高

齢者（65歳以上）の比率が、現在およそ4：1であ

るものが、2025年には2：1になると見込まれてお

り、国民の間にも増加する費用を将来の世代が負担

しきれるか強い危惧がある状況となっている。

21世紀の社会保障を展望する際に、これまでの社

会保障制度が前提としてきた様々な条件が失われつ

つあることを留意しなければならない。それは、急

速な人口の高齢化のほか、家族関係が脆弱になり、

経済成長が鈍化し、雇用をめぐる状況が不安定にな

りつつあることである。

南ヨーロッパや日本においては、家計の核とみな

されてきた男性労働者の地位が、低成長やIT技術

の発展によって脅かされつつあるにもかかわらず、

女性労働者の雇用条件は、改善されているようには

みえない。20世紀の南ヨーロッパや日本において、

社会保障制度の暗黙の前提になっていた男性労働者

中心の家計は崩れつつあり、新しいタイプの社会的

リスクが登場しているのである。人口の高齢化が急

速に進行しつつある国々が南ヨーロッパや日本であ

ることは、今後の社会保障制度が新しいタイプの社

会的リスクを軽減するように仕組まれるべきことを

示している。

社会保障制度は、社会条件が変わりつつあること

を考慮しながら、社会的リスクの軽減という不可欠

な役割を果たすことにこそ、その本来の役割があろう。

このような状況の中で、平成12年1月に、社会保

障制度が将来にわたり安定した効率的なものとなる

よう、年金、医療、介護など総合的に、かつ、給付

と負担を一体的に捉えて検討するため、本有識者会

議が設置され、社会保障の基本的な考え方や、給付

と負担の在り方、社会保障の財源等について、検討

が求められることとなった。

本有識者会議では、少子高齢化、経済成長の鈍化、

家族形態の変化、労働市場の変貌などの21世紀我が

国社会の構造変化を展望し、国民の社会保障に対す

る不安を解消し、将来にわたり持続可能で国民が信

頼できる社会保障制度の構築に向けて、議論を重ね

てきた。

議論の過程においては、まず、委員間で自由な討

議を行い、論点を整理し、その後は論点に沿って数

名の委員からレポートを受け、それを基に自由な議

論が繰り広げられた。また、これからの社会保障を

実際に担っていく若い世代の意見を聞きたいという

故小渕前総理の強い希望を受け、若い世代からのヒ

アリングも実施した。

このようにして、発足以来、12回にわたる議論を

行い、20世紀の社会環境とは大きく異なると予想さ

れる21世紀の状況の下で、社会保障制度が、その給

付と負担の急激な増加によって制度自体の存続を脅

かされることなく、国民生活にとって重要な役割を

持続して果たしていくためにはどうすればよいかに

ついて、提案や問題提起をとりまとめるに至った。

議論に当たっては、個別制度を網羅的に取り上

げるのではなく、現在各方面で問題が提起されてい

る点を中心に社会保障全体の基本的な方向を探るこ

とに努めた。

この提言は、長期的に安定的な社会保障制度の構

築に向けた社会保障改革の方向性について、最終的

な選択を行う国民に対して、その判断材料を示すと

いう立場から、まとめたものである。

この提言によって、社会保障の将来についての方

向性が見出せ、特に若い世代が納得し、進んで参画

でき、安心を託すことのできる社会保障が構築され

ることを願うものである。

本報告をもとに、国民的な議論が行われ、賢明な

る選択がなされることを期待したい。

Ⅰ　社会保障の役割

（社会保障の果たすべき機能）

●21世紀の我が国社会は、何よりもまず、個人が

一人ひとりの能力を十分に発揮し、自立して尊

厳を持って生きることのできる社会にしなけれ



ばならない。

●このため、自らの生活を自らの責任で営むこと

ができるよう、働く意欲のあるものには働く場

が確保されるなど、個人が生活していく上での

基本的条件を整備する必要がある。

●それとともに、広く国民を対象にして、個人の

責任や自助努力では対応し難いリスクに対して、

社会全体で支え合い、個人の自立や家庭の機能

を支援し、健やかで安心できる生活を保障する

ことを目的とする社会保障制度は、不可欠なも

のである。

●社会保障は、これまで、国民の相互扶助と社会

連帯の考え方に支えられ、その対象や範囲、給

付内容等を拡大し、今日では、所得を保障する

制度としての年金制度と生活保護制度、医療や

介護のリスクに対応する医療保険制度と介護保

険制度、障害者福祉や児童福祉等の現物給付

サービス、公衆衛生サービス、失業や労働災害

のリスクに対応する雇用保険や労災保険等の各

制度が重層的に整備されている。とりわけ、生

活保護制度については、他の社会保障の諸施策

によっても最低限度の生活が維持できない場合

に、国民を困窮から救う制度として位置付けら

れている。

●また、社会保障の規模は69．4兆円と、国民所得

比17．8％の大きさに達し（1997（平成9）年度）、

社会的な安全装置（セーフティネット）の役割

をはじめとして所得の再分配、リスクの分散、

社会の安定化と経済の安定．成長を支えるとい

う機能を果たしている。

●このような機能を果たす社会保障なくして国民

生活の安定は望めないし、21世紀において我が

国が目指すべき社会を形作ることはできない。

社会保障は、個人の自立、自助努力を基礎とし

た国民連帯の中心として位置付けられるもので

ある。

．我が国は、21世紀に向けて、少子高齢化、経済

成長の鈍化、家族形態の変化、労働市場の変貌

など急激な社会構造の変化の中にあるが、その

中にあっても様々なリスクへの対応、困難に直

面した人々への社会全体での支援という社会保

障の機能は維持していかなければならない。そ

れは、現行制度の維持ということではなく、む

しろ不断の見直し、必要な改革を進めることを

通じて、社会保障の果たすべき機能を保持して

いくということである。

（社会保障と経済）

．今や、社会保障の規模は拡大し、年金等の給付

やそれを賄うための社会保険料及び税による費

用の調達が国民の消費活動にも大きな影響を及

ぼす状況となってきた。また、年金資金は金融

市場においてその影響力を増大させ、医療、福

祉等が成長産業として経済発展や雇用の創出効

果をもたらすなど、社会保障は多方面にわたり

国民経済と密接なかかわりを持つに至っている。

．特に、社会保障が、そのサービス領域の拡大に

伴い、多くの雇用市場を創出しているほか、社

会構造の変化（女性の社会進出、世帯構造の変

化、雇用形態の変化等）に対応し、育児や介護

などのサービスの「外部化」により、例えば育

児や介護のために若年労働力が奪われるような

事態を防ぐとともに、国民の「安心感」を醸成

し、消費活動を支えており、特に経済が悪化し

た場合においては、消費を安定化させる効果が

ある。このように社会保障が我が国経済に寄与

していることを考えると、社会保障を単にコス

トとしてのみ考えることには慎重でなければな

らないが、一方で、社会保障を過度に拡大する

ことは、経済社会の活力を損ないかねないとい

う問題もある。

●我が国経済は、中長期的に潜在成長力の低下が

懸念される中で、バブル崩壊後の長期にわたる

景気低迷から、巨額の財政出動を余儀なくされ

ている。その結果、国．地方の財政状況は極め

て厳しい状況に陥っているとともに、歳出・歳

入両面において構造的な問題を抱えており、経

済成長のみで現在の巨額な歳出・歳入ギャップ

が著しく改善することは期待できない。社会保

障制度を支えるべき経済及び財政基盤は、いま

根底から大きく揺らいでいると言わざるを得な

い。

●そのような中で、経済成長が社会保障制度を支

え、社会保障が需要創出を通じて経済成長に寄

与するという相互の密接な依存関係を考えれば、

将来にわたり持続可能な社会保障を維持してい

くため、望ましい社会保障制度を維持し得る活



力ある経済の実現が求められる。一方で、社会

保障は、民間活力の有効活用など官民の役割分

担にも配慮しつつ、その活性化に寄与できるよ

う設計されなければならない。

（医学・医療の進歩と社会保障）

●医療は社会保障の中で大きな位置を占め、これ

からの医療の在り方は、社会保障の将来を大き

く左右する。人類と疾病の長い歴史を通じ、医

療は多くの疾病を征圧してきた。経済成長に伴

う国民の生活水準の向上や生活環境の改善とあ

いまって、我が国医療の進歩が、世界一の長寿

国を実現してきたことを、我々は体験してきた。

●このような医学・医療の進歩の成果を国民に均

零する上で、皆保険制度が大きな役割を果たし

てきた。

●近年の遺伝子の解析等による新たな医療技術の

開発は、個人の特徴に応じた個別的な医療・予

防医学や遺伝子治療を可能にするなど、これか

らの医療の在り方を大きく変える可能性を持っ

ている。21世紀には、特に、疾病の予防や健康

づくりの分野で大きな成果が期待され、国民の

健康寿命を伸ばし、明るく活力ある高齢社会の

実現をより確実なものとするであろう。

●こうした医学・医療の進歩がもたらす効果は、

将来の社会保障の姿を大きく塗り替える可能性

を持つが、現時点においては予測しがたい面も

ある。また、社会保障にとっては、医学・医療

の進歩の成果をどのように取り入れていくかが、

大きな課題となるであろう。

Ⅱ　持続可能な社会保障

（世代間の公平の視点）

●社会保障の将来について、現役世代の9割以上

が何らかの不安を感じており、特に若い世代に

おいては、持続可能性や将来の負担増への懸念

を理由としている者が多く、世代間の不公平感

が強く意識されている状況にある（＊1）。

●年金給付の主たる対象者は高齢者であり、生涯

の医療費の半分以上が高齢期に必要になる。そ

の一方で、我々は、現役世代（20歳以上65歳末

満）と高齢者（65歳以上）の比率が、2025年ま

での四半世紀の間に、4：1から2：1になる

ような、急速な人口構成の変化を前にしている。

このような状況の中で、世代間に負担の違いが

全くない支え合いのシステムを考えることは難

しい。

●世代間の不公平論議については、

①　社会保障制度における世代間の不公平と指

摘されているもののかなりの程度は、社会保障

制度がなければ少子化に伴って家庭における老

親の私的な扶養や介護の負担が増大したものを、

結果的に社会保障制度が肩代わりしていると考

えられること

②　世代間の不公平を論ずるのであれば、教育

や相続など社会の営み全体で論じることが必要

であり、前世代から受け継いでいるものもある

ことを考えると、一方的に負担増のみを負って

いるのではないことを、まず、出発点に考えな

ければならない。

→【補論1】世代間の公平をどのように考えるか

●しかしながら、増加する高齢者の社会保障に要

する負担をそのときの現役世代のみに求めてい

けば、不公平感はますます強くなり、持続的な

システムは構築できない。持続可能なシステム

を構築するためには、より世代間に公平なもの

としていく努力は欠かせない。、

●ここでは、給付と負担の在り方について、世代間

の公平を論じたが、公平が求められるのは、世代

間の公平だけでないことはいうまでもない。世

代内の公平の観点も十分に配慮する必要がある。

（持続可能な社会保障の構築に向けた方策）

●社会保障においては、負担なくして給付はあり

得ず、打ち出の小槌はない。持続可能な社会保

障としていくためには、給付と負担のバランス

が重要である。人口構成が変化し、後代ほど負

担が大きくなる構造にある中で、給付と負担の

バランスをとっていくためには、負担の裾野を

拡げることと、給付の増加を抑えることが考え

られる。

●このために考えられる方策としては、

①　増加する負担を担う支え手を増やすことや、

②　高齢者も能力に応じ負担を分かち合うこと、



③　給付の在り方を見直し効率化することにより

給付全体の増加をできる限り抑えること

が必要であろう。また、どのような形で負担が行

われるかという点では、社会保障の財政方式や財

源の問題もある。

1．支え手を増やす

（支え手を増やす）

●年齢や性別、障害の有無にかかわらず、国民誰

もがその意欲に応じて社会に参画できるように

すること、働く意欲を持つ者が働くことができ

る社会としていくことが求められている。

●このため、性別や年齢、障害を理由に、働くこ

とを妨げられることのないような環境整備を進

める必要がある。女性の就労については、雇用

機会の確保と男女の均等を徹底すると同時に、

育児や介護などのために就労が阻害されないよ

う、保育、介護サービスの確保や育児休暇、介

護休暇をとりやすく、職場復帰しやすい雇用環

境の整備、雇用慣行の見直しなどの対策が必要

である。

●また、高齢者の就労促進のためには、まず、65

歳まで働くことを希望する者は働き続けられる

よう、再雇用や継続雇用等雇用を確保していく

とともに、就労促進の妨げになっている定年退

職制度を見直すなど、雇用における年齢だけを

理由とする不利な取扱いを改める必要がある。

あわせて、バリアフリー化など高齢者が暮らし

やすいまちづくりや通勤しやすい環境の整備な

ども高齢者が働き続けられるようにするために

重要である。

●さらに、障害だけを理由とする雇用上の不利な

取扱いの禁止、障害者が働きやすいバリアフ

リーの職場環境の整備を企業に求めることなど

も必要であろう。

●21世紀初頭には我が国の総人口が減少に転じ、

まさに21世紀が「人口減少の世紀」となる中で、

意欲に応じ働くことができる社会としていくこ

とは、社会保障の負担の担い手を増やし、給付

と負担のバランスをとっていくことに寄与する

ことになる。

（個人の選択に中立的な制度の構築）

●また、社会の諸制度は、就労に中立的であるこ

とが望ましく、少なくとも就労することで不利

な扱いとなる制度については、その見直しが必

要である。特に、社会保障制度や税制において

は、この観点が重要である。

●税制や社会保険で被扶養配偶者としての扱いを

受ける収入の前後で、就業を調整する実態がみ

られる。

●年金制度においては、現行の制度は世帯を単位

とした考え方が組み込まれたものとなっている

が、経済の担い手として自立して働く女性とい

う視点で年金制度の在り方を考え、現行制度を

個人単位に改めるべきであるとの要望があり、

将来的には個人単位に改めるなど、必要に応じ

て見直しを行うべきである。

具体的には、被用者の被扶養配偶者が自身の

保険料納付が不要な第3号被保険者と位置付け

られていること、厚生年金の水準が世帯を単位

に議論されてきたこと、遺族年金制度があるこ

となどが指摘されている。

●一方、実際に個人単位化を進めるとした場合に

は、所得のない専業主婦にも負担を求めること

となったり（＊2）、遺族年金の廃止や給付設

計の変更などを行うことになり、現実の女性の

就労実態等を踏まえ、慎重に検討する必要があ

るとの指摘もある。

●社会保障制度については、個人の選択に中立的

な制度にしていくとの考え方に立って、より公

平かつ合理的な制度の設計に向け、見直すべき

である。その際、賃金が低い、ライフスタイル

の変化が大きいなど現に女性のおかれている社

会実態をも踏まえた検討が求められる。

→【補論2】個人の選択に中立的な社会保障の在

り方

●さらに、パートタイマー、派遣労働者等就業形

態は多様化してきているが、これらの者につい

ては、現在の社会保障制度においては、被用者

保険の対象の外におかれることが多く、就業形

態によって社会保障制度における取扱いに差が

生じていることを考えると、これら雇用形態の

多様化に対応できるよう、制度を見直すべきで

ある。



（健康づくり・予防の推進）

●加えて、生涯を通じて、健康で生きがいを持ち、

できる限り自立し、要介護状態にならないこと

が重要である。健康づくり、疾病・介護予防に

向けた個人の努力と行政や地域社会による支援、

さらに医学・医療の進歩の成果がこの分野に活

かされることを期待したい。

（子どもを産み育てやすい環境を整備する）

●この四半世紀における少子化の急速な進行に

よって、今日生産年齢人口の減少が現実のもの

となっている。このまま現在の少子化状況が続

くことになると、2025年以降の現役世代と高齢

者の比率はさらに厳しいものとなる。

●持続可能な社会保障制度の構築という視点に立

てば、このような少子化状況の流れを変えるた

めに、より積極的な対応策を採ることが望まれ

る（＊3）。

●今日の先進国の状況をみると、男女共同参画の

進んだ国ほど出生率が高い傾向がみられること

から、若い世代が仕事と子育てを両立できるよ

う、雇用環境の整備、利用者のニーズに対応し

た保育サービスの確保を図っていく必要がある。

●現在、社会保障給付費の65％が高齢者関係給付

であり、特に年金給付の規模の拡大が著しいこ

となどから、我が国では社会保障は高齢者のみ

に行われているととられがちである。社会保障

が国民のライフコースを通じて全体としてバラ

ンスのとれた安全装置（セーフティネット）と

して若い世代の理解・信頼を得るためにも、真

に少子化対策に有効な施策については、積極的

に実施していく必要がある。

→【補論3】少子化対策等

2．高齢者も能力に応じ負担を分かち合う

（負担を若い世代と高齢者で分かち合う）

●近年の社会保障の給付の増加の大半は高齢者を

対象者とする給付の増加によるものとなってお

り、高齢者をどう捉えるかが、今後の給付と負

担の在り方を考えていく上での中心課題となる。

●今日の高齢者の経済状況は、フローにおいて、

総じて現役世代と遜色ないものとなっており、

ストックにおいても、若年世代より大きな資産

を保有している状況にある。

●高齢者全体の7割の者にとって、所得の半分以

上を公的年金を中心とする社会保障給付が占め

る（＊4）ことにみられるように、社会保障制

度は、高齢者の生活の安定に大きな役割を果た

している。

●その一方で、現行の制度においては、高齢者を

一律に弱者として捉え、優遇措置をとったり、

支援の対象とみる考え方に基づく制度が存在し

ている。

●今後、社会保障の負担の増加が見込まれる中で、

給付と負担のバランスをとっていくためには、

このような考え方を転換し、高齢者であっても

負担能力のある者には適切な負担を求めていく

ことが重要である。

●具体的には、高齢者の所得課税については、老

年者控除等に加えて、社会保障制度との関連で

は、公的年金収入に対して公的年金等控除が適

用になっている。公的年金等支払金額34．3兆円

のうち、源泉徴収の対象となっている部分は2．3

兆円にすぎない（平成9年度調査）ことにみら

れるように、公的年金収入については実質的に

課税されておらず、世代間の公平や高齢世代内

の公平の視点に立った税負担の適正化を図って

いくことが課題である（＊5）。

●医療保険制度においても、高齢者（老人医療の

受給対象者）の医療費の自己負担は若年層に比

べて低額に抑えられており、平成10年度におけ

る高齢者医療費約11兆円のうち、高齢者が負担

しているのは、自己負担約0．8兆円と、高齢者

が加入する医療保険制度が徴収する保険料

約0．9兆円にとどまっている状況にある（＊6）。

●もとより、高齢者の経済的実像は一様ではなく、

例えば、高齢単身女性については総じて所得が

低い（＊7）との指摘もある。また、高齢にな

るほど心身の状態像は多様化するとともに、医

療や介護のニーズは高まる。これらの点に配慮

しつつ、高齢者であれば一律に優遇するのでは

なく、高齢者それぞれの経済的能力に見合った

税負担や、社会保障制度における保険料負担、

自己負担を求め、これから増加する負担を若い

世代とともに分かち合うことが必要である。



（現在の現役世代と将来の現役世代）

●同時代の若い世代と高齢者の間の関係とともに

重要なのは、現在の現役世代と将来の現役世代

との関係である。例えば、年金制度において、

保険料引上げの速度を速め、高齢化率が安定す

るまでの間、積立要素を強めた制度運営を行う

ことは、より重い負担を負うこととなる将来世

代に代わって、現在の現役世代がその負担を少

しでも負うこととなり、より世代間に公平なシ

ステムとすることができる。

●逆に、保険料引上げを遅らせることは、世代間

の公平の観点からはマイナスとなり、このよう

な考え方に立てば、少なくとも、現在行われて

いる、厚生年金、国民年金の保険料の引上げの

凍結は、早期に解除することが必要である。

→【補論4】積立方式への移行と二重の負担

（高齢者の資産の問題）

●高齢者は、若い世代と比較すると、資産を多く

保有している（＊8）が、主に若年の世代の負

担で担われている社会保障給付が充実し、老後

扶養をより社会的に支えることにより高齢者の

資産の維持に寄与する一方、最終的な相続の時

点では、ほとんどの場合社会的な負担を求めら

れることがなく、その資産は私的に移転してい

，る現状にある。

●この点に着目すれば、社会保障制度の外側の問

題ではあるが、資産の保有や相続に着目してよ

り広く税負担を求めることは、給付と負担のバ

ランスをとる方策の一つとなり得ると考えられる。

●また、高齢者の中には相当の資産を有しながら、

フローの所得に乏しいため、負担能力がないと

されている者がいる。

●しかしながら、高齢者の資産構成をみると、住

宅宅地資産の占める割合が高く（＊9）、その

資産を活用して生活費用を賄い、社会的な負担

を求めるためには、高齢者が住み続けながら、

その住宅宅地資産を現金化する方法が求められ

る。このような需要に対応して、一部の金融機

関と地方自治体によりリバース．モーゲージが

行われているところであるが、その利用は限ら

れたものとなっており、今後、本格的な普及に

向け、法制面における検討も含めた必要な環境

の整備が望まれる（＊10）。

3．給付の見直しと効率化

（給付の基本的な考え方）

●我々の社会においては、生計は、基本的には個々

人の責任と努力に委ねられている。

●社会保障は、このような個人の自立、自助努力

を基礎とする我々の社会の在り方に適合したも

のでなくてはならず、個人が様々な困難に直面

した場合に自助努力を補い、支える安全装置

（セーフティネット）の役割を果たすべきもの

である。セーフティネットの役割を果たすため

に、必要な給付は確実に保障されなければなら

ない。

●また、国民が直面する様々なリスクについては、

社会保障に加え、企業年金や民間保険などの民

間部門の活用など多様な手段の組合せによる対

応も視野に入れる必要がある。

（給付の効率化と合理化）

●社会保障は、ともすれば過剰給付やモラルハ

ザードが発生しやすく、また、一旦始めた給付

を引き下げたり、廃止することは困難であり、

既得権益化しやすい側面がある。社会保障が社

会全体の支え合いにより成り立つ以上、給付を

受ける者と負担する者の公平に配慮し、効率的

な制度となるよう不断の見直しが必要である。

●あわせて、社会保障制度が複雑になると、制度

の理解が進まず、制度の内容を熟知したものの

みが給付を受けられるという事態が生じやすい。

できるだけわかりやすい仕組みであることが望

ましい。

（制度間の給付の調整）

●社会保障制度については、年金、医療等個別の

制度ごとに制度改正が行われてきており、その

相互間の調整が十分でなく、全体としての社会

保障給付が効率的に提供されていないとの批判

がある。

●もとより、年金、医療など個別制度はそれぞれ

異なるリスクに応じて別建てされているもので

あるが、これまでも、老人医療．老人福祉制度



の再編成による介護保険制度の創設など、社会

保障制度を総合的．効果的に機能させる観点か

らの見直しが行われてきた。

●今後とも、各社会保障によってカバーされてい

ない分野で真に公的社会保障としての保障が必

要なものがないか検証していくとともに、例え

ば、年金を受給しながら長期に入院・入所して

いる者の生活保障（特に、いわゆるホテル・コ

ストと呼ばれる住居相当費用部分）など、各社

会保障制度の間に給付の重複がある部分につい

ては制度横断的な視点から整理していく必要が

ある。

（年金給付の在り方）

●社会保障の給付の基本的な考え方を敷約すれば、

年金制度においては、公的年金を基本としつつ、

勤労収入、私的年金や貯蓄等の自助努力とを組

み合わせて老後生活に必要な費用を賄うことを

想定しており、老後の生活すべてを公的年金に

より賄うという考え方はとり得ない。この観点

から、高齢者の経済状況や男女の就業実態の変

化なども踏まえつつ、公的年金の給付設計、高

額所得者への年金給付の在り方など幅広く検討

する必要がある。また、今後の就業構造の変化

等に対応し、公的年金制度を安定的に運営でき

るよう制度の一元化の方向を目指すべきである。

このことは、制度間の移動に伴う手続きの煩雑

さの解消にも資する。

●なお、年金の水準については、

①　現役世代、将来世代の負担を過重なものとし

ないため、経済的弱者への配慮を前提にした上

で、給付水準の引下げを検討すべきという考え

方が示される一方、

②　平成12年の改正により将来に向けた給付総額

の伸びの調整が行われた結果、受給できる年金

額は引き下げられており、さらに一律に給付水

準の引下げを行うことは年金制度に対する信頼

を失わせるおそれがあり、行うべきではないと

いう考え方も示された。

この問題を考えるに当たっては、生涯に支給

される年金の総額（例えば、支給開始年齢の設定

の仕方によって変わり得る）で考えるのか、年

金への課税を考慮した場合、課税される前と後

のいずれで考えるのか、様々な考え方があり得

ることに留意する必要がある。

→【補論5】年金給付の在り方に関する議論

（高齢者医療の見直し）

●今日、老人医療費のために保険者が拠出してい

る拠出金は、保険者の支出の3割を超えている

（＊11）。現行の老人保健制度は、このままの

姿ではこれ以上立ち行かないという点で関係者

の間には合意があるが、これに代わる姿を見出

すには至っておらず、今後、早急にその見直し

を具体化しなければならない（＊12）。

●老人医療費については、患者負担、保険料及び

公費の組合せで賄うしかない。持続可能性のあ

る安定的な制度とするために、世代間や制度間

の負担の公平という観点から、高齢化が急速に

進行する中で、増大する医療費をどのように負

担していくか、患者負担、保険料負担、公費負

担の在り方について考える必要がある。

●その際には、

①　今後、医療リスクに比して保険料の負担能力

の低い高齢者（＊13）が急速に増加すること

②　老人医療費が増大する中で、特に、若年世代

が中心となって負担している老人保健拠出金の

負担が、保険者の財政に重くのしかかっている

こと

③　負担能力が低い被保険者を多数抱える国民健

康保険は、今後の高齢化等に伴って一段と厳し

い財政状況となることが見込まれること

④　高齢者にも負担能力に応じ適切な負担を求め

るべきこと

⑤　国、地方の財政状況が危機的な状況にあるこ

と

を踏まえなければならない。

→【補論6】新たな高齢者医療制度に関する意見

●どのような負担の仕組みをとるにしても、医療

費、特に伸びが著しい老人医療費については、

経済の動向と大きく乖離しないよう、何らかの

形でその伸びを抑制する枠組みをつくらなけれ

ばならないのではないか。

●さらに、生涯を通じた健康づくりを進め、国民

の健康寿命を延ばし、自立を支援する取組を進

めるとともに、健康管理や生活指導等を重視し



た高齢者の心身の特性にふさわしい医療を確立

していく必要がある。

●また、できる限り本人の意思を尊重し、尊厳を

もって安らかに最期を迎えることのできる医療

の在り方を模索していくことがこれからの課題

である。

（効率的で良質な医療の確保）

●医療費の地域間格差、国際的に見ても長い入院

期間、人口当たり病床数の多さなど我が国の医

療の現状について検討すべき事項は多い。医療

に無駄、非効率がないかどうか、医療を提供す

る側、受ける側のコスト意識の喚起を含め、改

めて点検し、見直していかなければならない。

●また、国民が良質で安心できる医療を受けられ

るためには、医師と患者との信頼関係が確立さ

れるとともに、国民が医療に関する情報を得る

ことができるようにしていくことが求められる。

このような観点から、カルテやレセプトなどの

医療情報の開示、医療機関の第三者評価などを

一層進めるとともに、ITなども活用しながら、

科学的根拠に基づいた医療を確立していく。

（介護・福祉について）

●介護・福祉については、NPO、企業などをサー

ビスの担い手として最大限活用できるよう、多

様な事業者の参入・競争等を通じた利用者の選

択の拡大、規制の緩和、サービス内容の情報公

開、利用者の権利擁護等を進め、サービスの質

の向上と効率化を図っていくことが求められる。

●そのため、サービスの担い手たる人材の質量両

面にわたる確保が必要である。人材には、対人

サービスの特性から、サービス提供に必要な専

門的な知識や技能のみならず、高い倫理性や豊

かな感性が求められることから、今後とも養

成・研修の充実を図ることが重要である。

●発足間もない介護保険制度については、介護を

必要とする高齢者の自立を、高齢者自身も制度

の担い手としつつ、社会全体で支えるという制

度の意義を踏まえ、その定着を図るとともに、

今後の運営実態をよく見極めた上で、真に国民

にとって必要な介護サービスが円滑に提供され

るようにしていくことが求められる。その際に

は、地域住民の参画を通じて、地域の実情や利

用者の希望が反映され、地域の創意工夫を活か

した制度運営がなされることが重要である。ま

た、介護保険制度下におけるサービスの提供状

況を踏まえ、介護サービスの担い手でもある社

会福祉法人の役割・在り方についても検討すべ

きである。

●あわせて、介護予防、生活支援の取組など、地

域において高齢者の自立を支援する活動が、行

政と、地域社会の相互扶助活動やNPOの活動

とのパートナーシップにより充実していくこと

が期待される。ボランティアやNPOの活動の

重要性はこれまで以上に大きくなり、社会保障

を補完する大きな役割を担ってくることは確実

である。

4．社会保障の財源の調達

（社会保障の財改方式）

●現在、我が国の社会保障給付費は、69．4兆円に

達しているが、その大部分を占める年金、医療

制度は社会保険方式によって運営されている。

社会保障給付費は、過去30年間、対国民所得比

で約3倍となったが、その財源の過半は、社会

保険料によって賄われてきている（＊14）。

●我が国の社会保障の歩みを振り返ると、終戦直

後は、税を財源とする生活保護制度により、生

活困窮者に対して資産、所得などに関して資力

調査（ミーンズテスト）を行った上で最低限度

の生活を保障することが社会保障の中心であっ

た。その後、広く国民一般を対象として老齢や

疾病等により貧困に陥ることを防止するため、

公的年金、医療保険などの社会保険制度が導入

され、1961年に「国民皆年金・皆保険」体制が

確立された。

●このような特定の者を対象とする「救貧施策」

から、国民一般を対象とする「普遍施策」へと

いう流れは、多くの諸外国に共通するものであ

り、これに要する財源調達の方法としては、主

要国では社会保険方式を採用する国が多く、我

が国も同様の方法を採ってきた。

●これに対し、社会保険方式においては、特に国

民年金において、未納、未加入等の問題があり



（＊15）、国民に普遍的に給付を保障すること

はできないので、税方式を採用すべきとの意見

がある。

●また、現在の国民年金の定額保険料による負担

は逆進的であり、今後、保険料の引上げによっ

てさらに逆進性が強まることや、保険料徴収コ

ストが増大すること、第3号被保険者の問題の

解決に資することも理由と挙げられている。

●この意見の中には、特に、その財源として、国

民全体で広く支え合うことができ、経済活動に

比較的中立的な消費税を検討すべきという意見

があり、さらに、これを目的税とすべきとの意

見もある。

●このような指摘がある中で、改めて社会保険方

式の意義について考えてみたい。

●社会保険方式は、個人が保険料を拠出する形で、

将来の生活困難リスク（所得喪失、医療・介護

ニーズの発生）に対する「事前の備え」を相互

扶助により行う仕組みであり、あらかじめリス

クに備えるという予防的性格を持つ。また、そ

れは自立した個人による自助努力を前提にいわ

ば「自助を共同化した」仕組み（共助）といえ

る。

●また、社会保険方式は原則「拠出なくして給付

はない」「拠出に応じて給付がなされる」仕組

みであり、給付と負担が連動することから、そ

のバランスを踏まえ国民が給付と負担を選択で

きる。さらに、一旦拠出された保険料は給付の

根拠となり、給付はその負担に基づく権利とし

て確定されることから、国民に安心感を与え、

負担に対する理解を得やすいことを特徴として

挙げることができる（＊16）。

●社会保険方式と比較して、基礎年金を全額税に

より賄う場合においては、

①　税財源により原則として年齢要件のみで給付

が受けられるという制度は、社会的リスクに

対して共同して事前に備えるという考え方に

逆行しないか、

②　税財源であるが故に配分の公平性がより強く

求められることにより、あるいは、財政制約

により、給付の水準や対象者が限定され、普

遍的な給付の確保にならないのではないか、

③　給付に必要とされる巨額の財源を税により確

保できるか（＊17）、

④　現在事業主が負担している社会保険料が、個

人の税負担に置き換わることについて、どの

ように考えるか、

⑤　現行方式からの円滑な移行が可能か（＊18）、

等の点が指摘されている。

●以上のような諸点を考慮した場合、各人の自助

努力を補う社会保障制度の費用を賄う方法とし

ては、生活困難のリスクに対する事前の備えを

共同で行い、制度への貢献に応じて給付が行わ

れる社会保険方式を主としていくのがふさわし

いと考えられる。

●社会保険方式を主としていくことがふさわしい

としても、現在の基礎年金制度では当年度の給

付に必要な費用は、現在の被保険者により支え

られる仕組みになっているため、当年度に未

納・未加入によって支払われなかった保険料の

分、他の者の保険料負担が重くなる構図となっ

ており、この点では、給付と負担の連動が徹底

されていないという問題がある。国民が公平に

費用を負担し、必要な給付を受けられる仕組み

としていく必要がある。

→【補論7】社会保険方式と皆年金

●この観点から、未納、未加入の問題に対しては、

社会保険方式は強制加入の枠組みを前提に成り

立つものであることから、納付しやすい工夫や

厳正な適用と保険料徴収の推進を図ることが必

要である。

●なお、個々の制度設計に際しては、その目的と

実態にあわせて、社会保険料と公費負担の適切

な組合せを図る必要がある。

●社会保険を運営する事務機構は、一層その効率

化を求められることはいうまでもなく、被保険

者カードの導入、事務処理のIT化の促進など

事務処理の効率化や情報提供の充実など国民へ

のサービスの向上を進める必要がある。

（公費負担の在り方）

●現行の社会保険制度では、国民が選択した給付

の水準を賄う財源については、保険料と公費に

より賄われており、一種の混合方式の面もある。

社会保険制度における公費負担の機能、位置付

けをどのように考え、それに対応した公費負担



の在り方をどのように考えるかが議論となる。

●これまでも、社会保険制度において公費の負担

が投入されてきたが、これは、主に拠出が困難

な者も保険制度においてカバーして適切な保障

を及ぼすという観点などから行われてきたと整

理できる（＊19）。

●これまでの考え方を敷約すれば、今後、所得水

準の上昇以上に保険料水準の上昇が避けられな

いならば、相対的に拠出が困難な者が増えるこ

ととなり、これらに着目した公費負担の必要性

も高まることとなる。

●また、保険料負担は、拠出と負担の関係が明確

という利点を有するものの、所得税や住民税の

かからないような低収入の世帯や、赤字企業か

らも負担を求める構造になっており、保険料水

準の上昇は、制度の不安定を増すことになる。

●今後、保険料水準の上昇幅が大きいと見込まれ

る年金制度に関し、平成12年の年金改正法附則

第2条では、「基礎年金については、給付水準及

び財改方式を含めてその在り方を幅広く検討し、

当面平成16年までの間に、安定した財源を確保

し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図

るものとする」とされており、これをどのよう

に行っていくかが課題となっている（＊20）。

●国庫負担割合の引上げについては、多額の安定

財源の確保が必要であり、さらに高齢化の進展

に伴い所要財源が増加するという問題があるが、

その財源として国民が薄く広く負担し、経済活

動に比較的中立的な消費税をどのように活用す

べきか検討する必要があるとの意見がある。

●また、国庫負担割合の引上げについては、将来

の負担軽減の観点からは、

①　社会保険料負担と税負担とをあわせてみた場

合全体の国民負担は変わらないこと、

②　消費税を財源として国庫負担を引き上げた場

合、あらゆる世帯がそれを負担することになる

こと、高齢者の受け取る年金額が物価スライド

することから、その負担の大部分は若年世代に

帰着すること、

③　国庫負担引上げのための財源は財政全体の歳

入．歳出ギャップの解消にはつながらないこと

に留意が必要である（＊21）。

Ⅲ　21世紀の社会保障に向けての
国民の選択のために

（選択の幅）

●持続可能な社会保障としていくためには、給付

と負担のバランスを考えていかなければならな

い。

●今日、給付と負担に関して、我々が置かれてい

る状況を分かりやすく示すと、将来に向かって

我々がとり得る選択は、

①　負担を増大させても、現行のままの給付を確

保していく

②　負担を増大させずに、給付を見直していくと

いう2つの極の幅の中のいずれかにある。

（負担を増大させても給付を確保していく選択）

●①の選択が意味することは、社会保障に係る給

付が国民所得比で、2025年に現在の約1．5倍に

まで増加し、それを賄う負担も現在のドイツ・

フランスとイギリスの間の水準に上昇するとい

うことである（＊22）。

→【付　表】社会保障の給付と負担の見通し

●2025年にかけてこのように増加する負担につい

て、将来の負担の中核を担う若い世代の理解を

得ることができるのか、将来世代の現実的な負

担能力を前提として給付の在り方を考えていく

べきではないか、という点について考える必要

がある。

●また、従来から、社会保障と経済の関係について、

個人のレベルでは、勤労意欲を削ぐ程の過度な

負担や過大な給付となった場合などに、また、マ

クロ経済レベルでは、公的部門の拡大によって

民間部門を圧迫した場合などに、経済社会の活

力を損なうおそれがあることが懸念されている。

●なお、年金制度については、平成12年の改正に

より、将来世代の負担を過重なものとしないと

いう観点から、将来に向けた給付総額の伸びを

抑え、改正前における将来の給付総額を2割程

度削減する措置をとり、報酬比例部分の支給開

始年齢の65歳への段階的な引上げ、65歳以降の

年金額の物価スライドのみの改定、報酬比例部

分の給付の5％適正化、60代後半の在職中の年

金額の調整が実施されることとなっており、既



に、2025年に向けて給付の見直しが行われてい

ることに留意が必要である。

（負担を増大させずに給付を見直していく選択）

●次に、②の選択が意味するものを具体的な制度

に即して考えてみたい。

●年金については、平成12年の改正により、保険

料率を最終的には27．8％まで引き上げることと

なっている。負担を現在の水準より増大させな

い場合にどのような姿になるかを明らかにする

ため、仮に、厚生年金の保険料を現行の水準

（17．35％）にとどめる前提で試算すると、将

来に向けた給付総額の伸びをさらに抑え、平

成12年改正により縮減した給付総額をさらに4

分の1程度削減することが必要となる。これは

機械的な試算であり、現行制度からの円滑な移

行を含め、無理のない形で制度が設計し得るか

検討を要する。

●また、現在、自営業者等に賦課される国民年金

の保険料は13，300円となっているが、負担増を

抑えるため、保険料額の改定を実質価格の推移

にとどめた場合、基礎年金の水準は現行の6割

程度となる。

●医療については、今回の厚生省推計によれば

（＊23）、医療給付費は平成12年度24兆円から

平成37年度には71兆円となる見込みであり、年

率4．4％の伸びとなっている。これを、患者の

自己負担を含めた医療費でみると、平成12年

度29兆円から平成37年度には81兆円となる。

●仮に、医療に関する国民負担を増加させない、

すなわち、この医療給付費の伸びを国民所得の

伸びの見込み年率2．2％に抑えるとすると、平

成37年度には医療給付費を42兆円に抑える必要

があるが、この場合、医療費が従来と同様の伸

びを示す場合の医療費81兆円と医療給付費42兆

円の差額おおよそ40兆円は、患者が負担するか、

あるいは医療費の伸びの減少といった形で吸収

される必要がある。

●また、昭和36年に国民皆保険が達成されて以来、

ほとんど全ての病気やけがなどについて、自由

に医療機関を選択できる仕組み（フリーアクセ

ス）のもと、比較的低い自己負担で医療が受け

られる仕組みとなっており、国民の健康に大き

く寄与したものと評価できる。皆保険導入以来、

これまで医療費の伸びは趨勢として国民所得を

上回ってきたが、医療に関する国民負担を増加

させないため、人口高齢化がさらに進む中で公

的制度からの医療給付費を国民所得の伸びにと

どめるとした場合、医療機関等から提供される

医療サービスが全体として国民にとって適切な

水準．内容となるかどうか、自己負担の水準が

適切なものとなるかどうか議論があるところで

ある。

●②を選択する場合には、これまで年金や医療を

例にとってみたような給付の抑制を行ってもな

お、社会保障が、国民生活の「安全装置（セー

フティネット）」としての重要な機能を果たし

続けられるのか、問題が生じる。

●なお、社会保障には経済全体にプラスに作用す

る側面や、必要な社会保障給付が行われなけれ

ば、経済に悪影響を及ぼす可能性があることを

忘れてはならない。

（社会保障の進むべき途）

●今、我々がおかれている状況は、国民生活に不

可欠な社会保障を21世紀に向けて持続的に機能

させていくため、①、②の幅の中に進むべき途

を見出し、着実に歩んでいくことである。

●本有識者会議としては、将来世代の現実的な負

担能力を前提として、給付について、その水準

を含めて在り方を考えることが必要であり、将

来に向けてある程度負担の増加は避けられない

ものの、できる限り負担増、特に、現役の負担

の上昇を抑えるべく、Ⅱに述べたような「支え

手を増やす」「高齢者も能力に応じ負担を分か

ち合う」「給付の見直しと効率化」という方策

を実施していくべきと考える。

●年金、医療保険など各制度において、給付の増

加を抑える見直しを行ったとしても、なお急激

な高齢化に伴い増加する負担については、保険

料及び公費負担を求めることが必要になる。

そのうち、公費負担については、社会保障、

地方財政、公共事業等をはじめとする各歳出分

野の不断の見直しと併せて、公的サービスの受

益と負担の在り方など財政全体を見直していく

中で、検討する必要がある。その際には、税制



の在り方についても課題になると考えるが、所

得課税、消費課税、資産課税等それぞれの機能

や役割を活かしながら、社会共通の費用を広く

分かち合うという観点に立ち、21世紀の経済社

会にふさわしい税体系の在り方について検討す

る必要がある。

●これらのことにより、若い世代の理解と納得を

得ることが可能となり、世代間の共感が生まれ、

持続可能な社会保障への展望が開けるものと考

える。

●このようにして再構築される21世紀の社会保障

は、このままで推移する姿に比べ、規模の増大は

抑制されるものの、持続可能で、必要な給付が

確実に行われる強固な社会保障となると考える。

Ⅳ　21世紀の社会保障のために

（選択に当たって）

●これまで述べてきたとおり、今後、我々は、給

付と負担に関する国民的な選択を行い、社会保

障を21世紀においても持続的に機能させていく

途を見出し、21世紀の社会保障を形作っていか

なければならない。

●選択に当たっては、我々の社会における社会保

障の意義、機能を十分理解し、この制度が歴史

の歩みの中で形づくられ、今日我々が引き継ぎ、

次の世代にバトンタッチしていくものであるこ

とを銘記すべきである。そのためにも、社会保

障に関する積極的な情報提供や、若い世代に対

する教育等により、社会保障に対する理解を深

めるよう取り組んでいく必要がある。また、社

会保障に関する意思決定に際して、将来の社会

保障を支えることとなる若い世代の意見が積極

的に反映されるような工夫が必要である。

●また、殊更世代間の利害対立を強調するのでは

なく、いずれの世代も自助努力を尽くしつつ、

同時代に生きる人として共に支え合って生きる

精神に立つことが求められる。

●本有識者会議は、これらの点について、国民が

十分理解した上で、選択がなされることを希望

する。

●国民の選択は、民主主義国家においては、政治

システムを通じて行われることとなるが、社会

保障は長期的な視点で検討される必要があり、

党派を超えた国民的合意が必要な問題である。

なぜならば、国民の生活設計は、長期的な視点

で約束されなければならないからである。本有

識者会議は、政治において、この点を十分に理

解され、その選択が行われることを希望する。

●また、経済を支える企業には、社会保障の意義

を十分理解し、今後とも雇用や社会保障の負担

の面で、社会的責任を果たすことが求められる。

（政策運営の在り方について）

●なお、この際、特に政府に対して望みたいこと

がある。

●平成13年1月に発足し、年金、医療、福祉に加

えて、雇用、労働保険を一元的に所管すること

となる厚生労働省に対しては、社会保障の総合

的な推進のため、さらに政策調整機能の強化を

求めたい。

●加えて、社会保障と密接に関連する住宅、教育等

の分野についても、一層の連携が不可欠であり、

各省庁の枠を超えた対応が図られる必要がある。

●あわせて、共に個人と政府の間の移転の仕組み

である税と社会保障については、より総合的に

とらえて、世代間、世代内の公平を確保してい

くことが必要である。

●また、本論では十分触れられなかったが、今日、

社会保障制度は、国と地方公共団体との間の役

割分担のもとで進められており、社会保障の総

合的な推進に当たっては、この観点も十分留意

が必要である。

●現在、我が国は、急速な少子・高齢化の真っ直

中にあり、改革の速度が重要である。できるだ

け早急に、これまで述べてきたような持続可能

な社会保障の構築に向けた改革に取り組むべき

である。

●今後、政府においては、改革の早期実施の必要

性を認識し、実効ある体制を整備し、社会保障

制度について税制など関連する諸制度の検討を

含め総合的・包括的な改革に取り組み、国民の

根強い将来不安の解消と、諸制度への信頼回復

に努めるべきである。

（以下、補論部分は略）


